
政
令
第
百
十
八
号

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
及
び
平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
旧
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
退
職
年

金
等
の
給
料
年
額
改
定
率
の
改
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
五
条
及
び
附
則
第
二
十
条
並
び
に

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十

三
号
）
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
百
二
条
の
規
定
（
同

法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
九
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
中
「
次
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
次
条
第
一
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
若
し
く
は
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
又
は
こ
れ
ら
に
係
る
標
準
物
（
金
融
商
品
取
引
法



第
二
条
第
二
十
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
標
準
物
を
い
う
。
第
六
号
イ
及
び
次
項
に
お
い
て
「
標
準
物
」
と
い
う
。
）
の

売
買
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
を

目
的
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

イ

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
、
第
十

八
号
及
び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
六
号
か
ら
第
九

号
ま
で
、
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

イ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の

ハ

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
権
利
（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
（
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任

組
合
契
約
に
お
い
て
営
む
こ
と
を
約
す
る
事
業
に
お
い
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の

(1)

(4)

に
つ
い
て
、
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
お
い
て
そ
の
銘
柄
を
特
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
基
づ



く
権
利
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
限
責
任
組
合
員
と
し
て
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
（
同
項
第
五

号
に
掲
げ
る
権
利
に
類
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
株
式
会
社
の
設
立
に
際
し

(1)
て
発
行
す
る
株
式
及
び
企
業
組
合
の
設
立
に
際
し
て
の
持
分

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
会
社
の
発
行
す
る
株

(2)
式
及
び
新
株
予
約
権
並
び
に
企
業
組
合
の
持
分

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
有
価
証
券
（
次
に
掲

(3)
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
出
資
証
券

(ⅰ)

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
優
先
出
資
証
券

(ⅱ)

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
優
先
出
資
証
券
及
び
新
優
先
出
資
引
受
権
を
表
示
す
る

(ⅲ)
証
券



金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に

に
掲
げ
る
権

(ⅳ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅴ)

利
に
係
る
同
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
証
券
及
び
証
書

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二

(ⅴ)

(ⅰ)

(ⅲ)

項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人
の
発
行
す
る

(4)
株
式
、
新
株
予
約
権
及
び
指
定
有
価
証
券
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
外
国
法
人
の

(3)
(ⅰ)

(ⅴ)

持
分
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の

第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
付
与
」
の
下
に
「
（
第
一

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え

、
同
号
イ
中
「
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
商
品
取
引
所
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
（
金
融
商
品
取
引
所

の
開
設
す
る
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
す
る
取
引
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項

に
規
定
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
二
十
三
項
に

規
定
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
号
に
掲
げ
る
取
引
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
（
次
号



に
お
い
て
「
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
）
の
売
買
」
の
下
に
「
（
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、

同
項
第
八
号
中
「
（
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
を
い
う
」
を
「
を
い
い
、
金

融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
及
び
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
号
に
掲
げ
る
取
引
に
類
似
す
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
」
に
改
め
、
「
付
与
」
の
下
に
「
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用

に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第

十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

第
一
号
及
び
前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
つ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
八

項
第
三
号
ロ
、
第
四
号
ロ
及
び
第
五
号
（
同
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
取
引
に
類
似
す
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
標
（
株
式
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
に
係
る
も
の
の
売
買
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
を
目

的
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）



第
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、
「
有
価
証
券
」
の
下
に
「
又
は
有

価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
」
を
、
「
地
方
債
証
券
」
の
下
に
「
、
国
債
証
券
又
は
地
方
債
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利

で
あ
つ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の
」
を
加
え
、
「
に
お
い
て
は
」

を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
表
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
の
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
十
六

条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
三
の
表
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
の
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
十
六
条
の
二

第
一
項
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「

第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
表
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
の
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
一

項
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
条
の
四
中
「
五
十
九
歳
（
そ
の
者
が
」
を
削
り
、
「
に
該
当
す
る
と
き
は
、
」
を
「
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ



ぞ
れ
」
に
、
「
）
」
と
す
る
」
を
「
」
と
し
、
そ
の
者
が
昭
和
三
十
六
年
四
月
二
日
以
後
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
「
六
十
歳
」
と
、
第
九
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
四
条
第
一
項
中
「
六

十
四
歳
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
九
歳
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
「
六
十
歳
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。

（
平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
旧
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
退
職
年
金
等
の
給
料
年
額
改
定
率
の
改
定
に
関
す
る

政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
旧
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
退
職
年
金
等
の
給
料
年
額
改
定
率
の
改
定
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
及
び
本
則
中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
三
十
条
の
四
の
規
定
は
、
平
成
二
十

七
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



（
旧
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

平
成
三
十
年
三
月
以
前
の
月
分
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

百
八
号
）
附
則
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
、
通
算
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
又
は

通
算
遺
族
年
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
号
又
は
第
十
一
号
」
を

「
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
及
び
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改

正
）

第
五
条

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
公
務
員
等



共
済
組
合
法
及
び
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平

成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
表
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
十

六
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
の
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一

項
第
十
号
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
項
中
「
第
十
六

条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。



理

由

地
方
公
務
員
共
済
組
合
等
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
給
付
積
立
金
等
資
金
等
の
運
用
方
法
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
平
成
三
十

年
度
に
お
け
る
旧
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
退
職
年
金
等
の
給
料
年
額
改
定
率
の
改
定
を
行
う
ほ
か
、
所
要
の
規
定

の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


